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 平素より高齢者・障がい者福祉のためにご尽力されている貴職に敬意を表します。 

 さて、私たちは介護保険制度・障がい者総合支援制度が、何よりも利用する当事者にと

って、より良いものへと改革されることを願っております。そのためにも介護・福祉に携

わる労働者・事業者が、誇りをもって働き、安定的に事業を営める制度を求めて、日々現

場で介護に携わる当事者、及び関係者の集まりです。 

  昨年度も、要請書を提出させていただきましたが、この間介護保険をめぐる動きは、私

たちが望む方向とは全く相容れないものへと変貌しつつあります。度重なる介護保険制度

の改悪により、高齢者・障がい者の生活は益々苦しくなり、働く介護労働者は、不安定低

賃金労働に喘ぎ、慢性的人材不足による事業所倒産は、これまで少なくとも全国で５０事

業所にのぼり今期倒産事業所は１００事業所を突破することは確実な状況です。 

 にもかかわらず厚労省のこの間の動きは、２０２１年度介護保険制度見直しに向けて、

社会保障審議会介護保険部会へ提出した「介護保険制度をめぐる状況について」（２０１

９・２・２５）や「今後の検討事項」（２０１９・８・２９）を見る限り、２０２１年度

第８期介護保険事業計画策定にむけた更なる改悪の促進としか受け止められません。 

 私たちは、介護現場を担う者として、介護崩壊ともいえる今の惨状を強い危機感を持っ

て改善するために、以下のことを強く要望いたします。 

 

                 記 

 

１． 居宅介護支援（ケアマネジメント）への利用者負担導入は断じて行わないこと。 

介護支援専門員（ケアマネジャー）への締め付け策（ケアプラン点検、「自立支援型

地域ケア会議」、「生活援助ケアプラン届出義務」等）を改め、ケアマネジャーがの

びのびと利用者本位の支援ができるようにすること。同時に、居宅介護支援事業所の

管理者の主任ケアマネジャー要件を撤廃し、基本報酬を大幅に引き上げケアマネジャ

ーの処遇を改善すること。 

 



２．介護労働者の賃金・労働条件の抜本的改善について 

 労働基準監督署から過去 3回も介護労働者の労働条件改善にについて通達が出されてい

るが規制権限の不行使の違法状態が全国の介護事業所の 6割以上で続いている。介護保険

制度が労働基準法を遵守できない仕組みであると言わざるを得ない。人件費を介護報酬単

価に含むとしている事業費補助方式の見直しが必要である。 

①介護従事者全員対象 ②全産業平均の賃金額を保障 ③全額国庫負担の 実効ある処遇

改善策を行うこと。  また、「介護職員等特定処遇改善加算」は、介護現場に新たな格

差と分断を持ち込み、混乱を引き起こしているので、事業者の裁量と労使自治による公

平・一律配分ができる制度運用へと改めること。 

 

３．訪問介護員（ホームヘルパー）は、登録制雇用形態が多数を占め、度重なる制度改悪

と報酬切り下げによって新規の就労者が減少し、従事者の高齢化が進み、人材確保が著し

く困難となっている。在宅介護の中核をになうホームヘルパーの処遇を抜本的に改善する

こと。とりわけ、変形労働時間制が形骸化し、労働基準法上も労働時間である「移動時

間・待機時間・キャンセル」について介護報酬の対象にしないという不合理な扱いを直ち

に是正し、必要な財政措置を講じること。 

 

４．介護サービスの利用者負担について、２割負担（「一定以上の所得」）、３割負担

（「現役並み所得」）の拡大を行わないこと。また、補足給付改悪（不動産要件追加

等）及び多床室の室料徴収拡大（老人保健施設等）、高額サービス費の負担上限額引き

上げなど利用者負担増を行わないこと。 

 

５．軽度者（要介護１、２）の「生活援助サービス等」の地域支援事業移行を断念するこ

と。要支援１、２のホームヘルプ・デイサービスについても保険給付に戻すこと。当面、

移行前と同じサービス（従来相当サービス）を保障するとともに、有資格者が訪問型サー

ビスを提供した場合は、従来相当サービスと同額の報酬を支払うこと。 

 

６．「自立支援・重度化防止」を名目に市町村を介護給付費抑制・要介護認定縮減に駆り

立てるインセンティブ交付金（保険者機能強化推進交付金）は廃止し、自治体に公平に配

分すること。調整交付金をインセンティブ交付金に活用しないこと。 

 

７．障がい者が６５歳以降も障がい福祉サービスを利用できるように障害者総合支援法第

７条を改正すること。浅田訴訟広島高裁判決を踏まえ、「障がい福祉サービス利用者は６

５歳以降も介護保険移行は強制されずサービスが選択出来る」ことを各自治体に周知徹底

すること。なお、障がい福祉制度の介護保険統合につながる「被保険者・受給者範囲の拡

大」検討は行わないこと。 

 

 

以上 

 

 


